
【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ４産業を担う人づくり計 画

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成
基 本 事 務 事 業 名 農外企業の参入促進

事 業 名 企業参入促進事業

１．趣旨
担い手の高齢化や零細な経営規模による生産性の低さから農業産出額の低迷が続い

ている中、企業の持つ経営力や資本力を農業経営に活かし、新たな農業経営体を育成
するとともに、地域の農業者と生産や加工・販売を協働する新たな産地づくりを目指

す企業の農業参入を促進し、地域農業の再構築を図る。

２．事業概要
（１）企業参入推進事業

企業の農業参入をより積極的に推進し、地域農業の中核 となりうる経営体を
育成するため、県が企業訪問・相談対応から参入支援まで行う。

（２）農業参入意向企業調査研究支援事業
企業が農業参入前に行う調査・研究・技術習得に要する 経費の１／２以内を

無利子貸付する （返還免除制度あり） ・貸付上限額 １，５００千円。

（３）企業参入促進整備事業
企業あるいは企業が新たに設立 した子会社・関連会社、または県内に参入す

る県外企業が、農業参入するため農業生産及びその加工・販売に必要な施設・
機械を整備する場合その経費を助成する。

・上限事業費 担い手確保型 ３０，０００千円
産地づくり型 共同生産出荷タイプ ５０，０００千円

契約取引タイプ １００，０００千円

。※共同生産出荷タイプは新規栽培農家２戸以上と共同で生産出荷するもの
契約取引タイプは３年（永年性作物は５年）以内に周辺農家５戸相当か

ら生産物を買い入れ、加工又は販売を行うもの。
・補助率 １／３以内

（４）企業参入促進資金
企業又は企業が新たに設立した子会社・関連会社等が、農業参入するため施設

・機械の整備に伴って借入れる資金及び運転資金について、利子補給を行う。

〔貸付限度額〕
○担い手確保型

・企業参入促進整備事業を実施する企業
補助残相当額の80%（認定農業者並企業は100%）及び運転資金10,000千円

○ 産地づくり型
・企業参入促進整備事業を実施する企業

補助残相当額の80%（認定農業者並企業は100%）及び運転資金20,000千円
○ 強い農業づくり交付金事業等の実施主体で一定の要件を満たす企業

補助残相当額の80%（認定農業者並企業は100% 〔上限 66,670千円〕及び）

運転資金10,000千円

○ 融資単独

・企業参入促進整備事業の要件を満たす企業

50,000千円（このうち運転資金は10,000千円まで）

・企業参入促進整備事業等の一定の要件を満たす企業

運転資金10,000千円

〔融資率〕 80%（認定農業者並企業については100%）

３．事業実施主体 企業等、県

４．当初予算額

１２９，６３７千円



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ
４産業を担う人づくり計 画 政 策 名

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成
基本事務事業名 新規就農者確保・育成事業
事 業 名 新規就農者確保事業

１．趣旨
本県農業の維持・発展を図っていくために、新規就農者の確保・育成が重要な

課題となっており、その支援策について積極的な取り組みが必要となっている。
しかしながら、新規就農者が、営農を開始する場合、農地の確保、技術不足、資

金不足、農業経営や生活に係わる事項等が不安要素となっており、これらを総合
的に解決するため、市町村や農業協同組合等の関係団体と一体となった対策を展
開する。

２．事業概要
（１）青年農業者初期経営安定資金

１）事業内容
平成１８年度までに認定を受けた認定就農者の初期経営の安定を図るため

の資金貸付けを行う市町村に対し、当該貸付けに必要な資金の１／２を貸与
する （償還免除あり）。

２）市町村に対する貸与月額
１年目 月額５０千円以内（Ｉターン者等２５千円以内を上乗せ）
２年目 月額４０千円以内（Ｉターン者等２０千円以内を上乗せ）

３）貸与期間 ２４ヶ月以内

（２）青年農業者等早期経営安定資金
１）事業内容

平成１９年度以降認定を受ける認定就農者や雇用する農業法人等の初期経
営の安定を図るための資金貸付けを行う地域協議会に対し、当該貸付けに必
要な資金の１／２を貸与する （償還免除あり）。

２）地域協議会に対する貸与月額
認定就農者 月額５０千円以内
農業法人等 月額４０千円以内

３）貸与期間 １２ヶ月以内

（３）就農施設等整備事業
１）事業内容

農業経営を開始するために必要な就農施設機械等を整備し、又は素畜を導
入し、あるいは果樹等を植栽する事業等に対し、その事業費を補助する。

２）県補助率 １／３以内
３）事業主体 認定就農者

（４) 就農支援資金
１）事業内容

青年等就農法により知事の認定を受けた認定就農者及び認定農業者に対
し、農業の技術や経営方法を修得するための研修や就農のための準備、農業
経営の開始に係る施設機械等の整備に必要な資金を無利子で貸与する。

２）資金の種類：就農研修資金
就農準備資金
就農施設等資金(認定就農者のみ）

３）貸付方法：国２／３、県１／３の負担割合で特別会計に造成した原資をし
、 。まね農業振興公社及び融資機関に貸付け それから認定就農者等に貸与する

３．事業実施主体
県、しまね農業振興公社、融資機関

４．当初予算額
一般会計：５８，３６０千円
特別会計（就農支援資金県の貸付金貸付枠 ：５０，０００千円）



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基本事務事業名 担い手の育成

事 業 名 しまね型経営体育成事業

1 ．趣旨

平成19年度から導入される「品目横断的経営安定対策」の対象となりうる経営体

の育成・確保を図る。

２．事業概要

（１）集落型経営体育成支援事業費

特定農業団体等の設立を支援するため、農地の集積に対して助成する。

①補助率 定額(組織のタイプにより10a当たり3千円、5千円、8千円)

②対象者 特定農業団体又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織で、

品目横断的経営安定対策への加入が確実な団体(組織)

③事業費 ２５，３００千円

（２）あぐりサポート経営体育成促進事業費

JA出資法人に対する出資支援を行うため、財団法人しまね農業振興公社が

実施する金銭出資事業に対して無利子資金を貸し付ける。

①貸付先 財団法人しまね農業振興公社

②出資先 JA出資法人

③貸付枠 １８,０００千円

（３）担い手育成促進資金貸付事業費

民間融資機関が集落営農組織に対して短期の運転資金を融通するために、

民間融資機関に無利子資金を貸し付ける。

①貸付金額 ３９,０２４千円(融資枠の1/2.05)

②貸付先 民間金融機関(信連(農協)、銀行、信金)

３．事業実施主体

（１）特定農業団体等

（２）財団法人しまね農業振興公社

（３）民間金融機関

４．当初予算額

８２,４１４千円



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基本事務事業名 担い手の育成

事 業 名 いきいき集落営農推進事業

1 ．趣旨

中山間地域等、担い手育成の困難な地域で、経営体として自立できる集落営農組

織等の育成を図るため、集落営農組織の法人化を進めることにより、地域における

早期の担い手育成・確保を図る。

２．事業概要

（１）集落営農組織育成対策事業費

品目横断的経営安定対策の対象となり得る集落営農組織が必要とする機械

施設整備に係る経費を助成する。

①補助率 ２分の１以内

②対象者 集落営農組織（特定農業法人、特定農業団体、特定農業団体と

同様の要件を満たす組織）

③補助対象 ア．農業用機械の整理合理化計画の策定

イ．農業用機械の査定・処分

ウ．中古農業用機械の買上げリース

エ．高生産性農業用機械の新規導入

オ．小規模基盤整備・簡易な施設の整備

（２）集落営農組織育成推進支援事業

ＧＩＳ利用による一筆マップ作成支援ソフトを活用して、集落の営農発展

・継続に向けたグランドデザイン作成を支援する。

３．事業実施主体

（１）集落営農組織

（２）県

４．当初予算額

２３８，０００千円



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

５経営の安定強化の支援計 画 政 策 名
施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基本事務事業名 中山間地域等直接支払事業
事 業 名 中山間地域等直接支払事業

１．趣旨
平地に比べ生産条件が不利な中山間地域等において、農業生産活動等の継続を通

じて耕作放棄の発生を防止することにより、国土の保全・水源の涵養・良好な景観
の形成等の多面的機能を確保するため、農業者等に直接支払を実施する。

２．事業概要
平地地域と中山間地域等との農用地の生産条件の格差等に対し、下記のとおり交

付金を交付する（平成１７年度～２１年度 。）
なお、耕作放棄の発生防止等の活動に加え、農業生産活動等の体制整備に関する

一定の要件を満たす協定と当該要件を満たさない協定との間で交付単価に段階を設
定するとともに、より積極的な取組を行う協定には単価の加算措置を講じる。

（１）対象地域及び対象農用地
次の要件を満たす農用地区域内に存する１ha以上のまとまりのある農用地

①過疎、離島、半島、山村振興、特定農山村の各地域振興立法の指定地域におい
ては、急傾斜農用地、緩傾斜農用地、高齢化率・耕作放棄率が高い農用地

②上記①以外で、島根県中山間地域活性化基本条例で規定する地域においては、
急傾斜農用地及びこれに連坦する緩傾斜農用地

③上記①及び②以外で、農林統計上の中山間地域においては、急傾斜農用地
（２）対象者

集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農
業者等（第３セクター、ＪＡ、生産組織等を含む ）。

（ ） （ ）３ 交付単価 円／10a

田 畑 草 地 採草放牧地
区 分

基礎単価 体 制 整 備 基礎単価 体 制 整 備 基礎単価 体 制 整 備 基礎単価 体 制 整 備

単 価 単 価 単 価 単 価

急傾斜 16,800 21,000 9,200 11,500 8,400 10,500 800 1,000

緩傾斜等 6,400 8,000 2,800 3,500 2,400 3,000 240 300

※基礎単価：最低限の農地管理活動等を実施、体制整備単価：加えて一定の要件を満たす活動を実施

（ ） （ ） （ ）４ 加算単価 特に積極的な活動を実施する場合に加算 円／10a

区 分 田 畑 草 地 採草放牧地

５００ ５００ － －土地利用調整加算

規模拡大加算 １，５００ ５００ ５００ －

１，５００ ５００ ５００ －耕作放棄地復旧加算

１，０００ ７５０ ７５０ ７５０法人 特定農業法人

設立

６００ ５００ ５００ ５００加算 農業生産法人

※法人設立加算の上限（特定農業法人：１００千円／年、農業生産法人：６０千円／年）

３．事業実施主体
市町村

４．当初予算額
１，４４２，５６４千円



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基本事務事業名 担い手の育成

事 業 名 地域農業再編支援事業

1 ．趣旨

担い手不在の集落を中心に、集落の枠組みを超えた組織化を促進するため、集落

リーダーの育成と新たな農業の仕組みづくりを支援し、もって、優良農地の保全や

地域農業・農村の活性化を進める。

２．事業概要

（１）地域段階事業

１）事業内容

①農業再編支援地域の設定

担い手不在集落や認定農業者等の意向調査等を実施し、集落の枠組みを超

えた広域な範囲で農業再編支援地域を設定する。

②集落リーダー等の選定と活動

農業再編支援地域ごとに集落リーダーを複数名及び市町村・ＪＡなどの関

係機関の職員をサポーターとして選定する。

集落リーダー等は集落組織化塾を受講し、集落組織化のノウハウを習得

③地域営農仕組みづくり検討会の開催

農業再編地域内の今後の地域営農の方向性について協議し、地域農業再編

プランをとりまとめる。

④地域農業再編プランの実現に向けた支援

地域担い手協議会による地域農業再編プランの実現に向けた支援。

２）補助率 １／２以内

（２）県段階事業

１）事業内容

①集落リーダー等活動マニュアルの作成

集落リーダー及びサポーター活動マニュアルの作成・配布

②総括プロデューサーの登用

集落営農や地域営農の仕組みづくりに精通する総括プロデューサーを登用

し、農業再編支援地域の巡回相談を実施する。

③集落組織化塾の開催

集落リーダー等を対象とした集落組織化塾をの開催し、集落リーダー等の

資質向上を図る。

２）補助率 定額

３．事業実施主体

（１）地域担い手育成総合支援協議会

（２）島根県担い手育成総合支援協議会

４．当初予算額

１７，０００千円



【農業経営課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画 政 策 名

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 改良普及員による普及活動事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

30,353千円 ・普及活動の実施 県農業改良普及事業
・農業普及員の資質向上
・普及活動外部評価の実施

基 本 事 務 事 業 名 干拓地における営農の定着推進
事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

6,607千円 ・干拓地の作目に関する実 県中海干拓営農センタ
証・展示ー業務

・干拓農家に対する営農支
援

・研修の運営
基 本 事 務 事 業 名 農業従事者の資質向上

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要
6,559千円 ・担い手農業者に対し、新 県中核的農業者資質向

技術導入などにより、課題上事業
解決や経営改善を図る。

2,445千円 ・青年農業者の資質向上を 県青年農業者資質向上
図り、将来の農業・農村の 公社事業
中心的な役割を担う人材を
育成する。

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ４産業を担う人づくり計 画

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成

基 本 事 務 事 業 名 農業大学校における新規就農者確保事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

28,184千円 ・研修教育の実施 県農業大学校における
・短期研修事業の実施教育研修
・奨学金の貸付

基 本 事 務 事 業 名 新規就農者確保・育成事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

16,956千円 ・本県農業を担う優れた新 公社就農促進活動事業
規就農者を確保・育成する 県
ため、就農志向段階から就
農初期段階までの幅広い支
援を行う。



【農業経営課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援
基 本 事 務 事 業 名 担い手（認定農業者）の育成

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要
農業制度資金融資事業

52,824千円 ・新たな農業部門又は加工 県農業改良資金貸付
事業の経営の開始、新たな事務
生産方式又は販売方式の導
入により経営改善を図ろう
とする農業者等に対し、県
又は融資機関が資金を無利
子で貸し付け、農業経営の
安定と農業生産力の増強に
資する。

【融資枠 4.2千万円】
39,342千円 ・意欲と能力をもって農業 県農業近代化資金等

を営む者等に対し、農業経利子補給事業
営の展開を図るのに必要な
資金を融通する農協等金融
機関に対して利子補給を行
い、農業者の利子負担を軽
減し、農業経営の近代化及
び農業負債の軽減を図る。

【融資枠 5.5億円】
50,000千円 ・認定農業者の経営改善計 県農業経営改善促進

画に必要な運転資金を低利資金貸付事務
で円滑に融通するため、県
がその原資の一部を造成 島（
根県農業信用基金協会に無
利子貸付）し、金融機関と
協調融資を行う。

【融資枠 4億円】
10,982千円 ・農林漁業金融公庫から農 県農業経営基盤強化

業経営基盤強化資金（スー資金利子補給事務
パーＬ資金）を借り入れる
認定農業者に対し、利子補
給を行うことにより、認定
農業者の経営改善計画の達
成を支援し、効率的・安定
的な農業経営体の育成に資
する。

【融資枠 6.5億円】



【農業経営課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 担い手（認定農業者）の育成

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

4,267千円 ・農業近代化資金等の農業 県農 業 制 度 資 金 出 え

制度資金を借り入れた農業ん事務

者に対し債務保証を行う島

根県農業信用基金協会が積

み立てる特別準備金に出え

んを行い、農業者への資金

融通の円滑化を図る。

【 】対象融資枠：12.8億円

担い手の総合支援

2,395千円 ・認定農業者、農業法人、 県担 い 手 育 成 支 援 事

集落営農組織等地域農業の 県担い手育成業

担い手を育成するため、経 総合支援協議

営改善、経営基盤確保に向 会

けた総合的な支援を実施す

る。

4,945千円 ・農業経営基盤強化資金及 県企 業 的 農 業 法 人 育

び農業近代化資金を借り入成 推 進 利 子 補 給 事

（ ）務 れた農業法人 認定農業者

に対して利子補給を行う。

4,033千円 ・農業経営基盤強化資金及 県担 い 手 法 人 育 成 対

び農業近代化資金を借り入策利子補給事業

（ ）れた農業法人 認定農業者

に対して利子補給を行う。

【融資枠 2億円】

50,238千円 ・農地保有合理化促進事業 県農地利用の集積促進

や農地流動化事業等の支援 しまね 農業振

を通じて、農地の流動化を 興公社

促進し、認定農業者等への 市町村公社

農用地の集積を図る。 市町村


